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基本的方向１ 消費生活の安全・安心の確保 

課題１ 商品、サービスの安全・安心の確保 

①食品の安全性の確保（市民局・保健福祉局・経済農政局） 

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

1 1 食の安全性確保に関する情報
をホームページ、パンフレット等
により迅速かつわかりやすく提
供します。 

生活衛生課 ホームページへの掲載、告示、記
者発表等により、食中毒原因施
設、その他違反者等の公表、話題
となっている食品に関する情報、食
中毒予防のための注意喚起、食中
毒注意報等の発令などを行う。 

①ホームページ掲載 
 ・食品の放射性物質検査結果  

50回 
・監視指導計画実施結果      

2回 
・違反者公表（食中毒事件） 

13回 
  ・食品の自主回収情報       
                   9回 
 ・国からの通知に基づく注意 
喚起（各 1回） 

  ・有毒植物の食中毒予防 

  ・夏期の食中毒予防啓発 

  ・ｺﾁﾆｰﾙ色素の食品ｱﾚﾙｷﾞｰ 

  ・生食用牛ﾚﾊﾞｰ提供販売 

禁止 

  ・生豚ﾚﾊﾞｰ喫食の注意喚起 

  ・放射性物質検出の野生ｷﾉｺ     

  ・ﾌﾞﾗｯｸｺﾎｼｭ利用の注意喚起 

・ﾎﾞﾂﾘﾇｽ食中毒の注意喚起 

・ﾉﾛｳｲﾙｽ食中毒予防 

・ｷﾀﾞﾁﾁｮｳｾﾝｱｻｶﾞｵが混入した 

疑いのある野草茶の回収 

②記者発表（資料提供） 
 ・食中毒事件        13回 
 ・食中毒予防ﾊﾚ゚ー ﾄ゙の実施    1回 

a 

特になし。 

Ａ 
27/11 

2.5 
点 
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 ・年末特別監視の実施   1回 
③違反者の告示 
 ・食中毒事件           13件 
④食中毒注意報・警報発令 
 ・食中毒注意報（7/17～9/30） 
 ・食中毒警報（7/26～9/30） 
⑤リーフレット等配布 
・監視指導計画   500部 

   保健所、消費生活センター 
   市政情報室、各区役所、 

図書館１４か所等 
・食中毒予防の普及啓発 
・漬物の衛生規範改正 1,000部 
・ﾉﾛｳｲﾙｽ食中毒予防 1,000部 
・手洗い手順       1,000部 
市民や食品等事業者へ配布 

2 2 食の安全性に関する講演会や
意見交換会などを開催し、食の
安全に対する知識の普及を図り
ます。 

生活衛生課 食の安全に関する講演会及び平成
２５年度千葉市食品衛生監視指導
計画に対する意見交換会を実施す
る。 

①食の安全に関する講演会・意
見交換会の実施 

 ・実施日：１月３０日 
・場 所：千葉市総合保健医療

センター５階大会議室 
・講演名：「食品の安全を守るし

くみ～リスク分析とリス
ク評価～」 

・講師：内閣府食品安全委員会
事務局 ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ官 
篠原 隆（しのはら たかし） 

 ・参加者：７５名 
②平成２５年度千葉市食品衛生
監視指導計画に係るパブリック
コメントの実施 

 ・期間：１月４日～２月３日 
 ・意見：１名から１５件 

a 

特になし。 

3 3 食品衛生法に基づき食品営業
施設等の監視指導を実施しま
す。 

食品安全課 毎年度策定する千葉市食品衛生
監視指導計画に基づき、食品の流
通拠点となる食品製造施設、大規

・重点的に実施する施設を定め
監視指導した。 
監視件数：7,299件 

b 

引き続き重点的に監視指
導を実施する必要があ
る。 
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模食品取扱施設、給食施設等に対
し、重点的に監視指導を実施する。 

4 4 食品衛生法に基づく食品検査を
実施します。 

健康科学課 毎年度策定する千葉市食品衛生
監視指導計画に基づき食品の試験
検査を実施する。 

平成２４年度監視指導計画に基
づき食品等・給食食材の微生物
学的検査 424検体 1930項目、理
化学的検査882検体、18497項目
を実施した。他に食中毒・食品苦
情の微生物検査 784 検体 9977
項目、理化学的検査 39 検体 948
項目を実施した。 

b 

食中毒・食品苦情等の増
加を加味した監視指導計
画の策定が必要と考えら
れる。 

5 5 中央卸売市場における食品営
業施設等の監視指導、食品検
査を実施します。 

食品安全課 毎年度策定する千葉市食品衛生
監視指導計画に基づき、食品の流
通拠点として、重点的に監視指導
を実施する。 

・重点的に実施する施設として監
視指導した。 
監視件数：16,323件 
検査依頼検体数等： 268検体 
             6,819項目 

b 

引き続き重点的に監視指
導を実施する必要があ
る。 

6 6 食鳥検査、食鳥処理場の監視
指導を実施します。 

食品安全課 毎年度策定する千葉市食品衛生
監視指導計画に基づき、一羽ごと
に食鳥検査を行うとともに、食品の
流通拠点として重点的に監視指導
を実施する。 

・重点的に実施する施設として監
視指導した。 
検査羽数：6,951,031羽 
監視件数： 80件 

b 

引き続き重点的に監視指
導を実施する必要があ
る。 

7 7 新鮮で安心な農産物の供給確
保のため「千葉市産農産物生産
者認証制度」の普及及び地産
地消を推進します。 

農政課 千葉市産農産物生産者認証制度
の周知と認証を受けた生産者の農
産物のＰＲのためのキャンペーンを
実施する。 

・地産地消キャンペーンとして以

下の事業に参加し、千葉市農

業の PR や市内農産物の展示

即売などを実施した。 

①「第 21回いま市」(5/19) 

②金曜ふれあい市 

第 4金曜日：千葉市園芸 

協会（5月から）         

第 3 金曜日：下田農産物

直売所（11月から） 

③地場農産物展示販売 

（春夏期）（5/26～27） 

a 

より効果的な PR となるよ
うなキャンペーンの実施に
努める必要がある。 
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④食育推進イベント「食育の 

つどい」（6/30） 

⑤千葉市スペシャルデー 

(8/10) 

⑥動物公園夏祭り（8/11） 

⑦千葉市地域婦人団体連絡 

協議会文化祭（10/20） 

⑧ＪＦＥまつり(10/28)  

⑨ＪＡ千葉みらいしょいか～ご 

７周年記念感謝祭（12/2） 

⑩サンスポ千葉マラソン 

（1/20） 

・区役所朝市の開催(毎月第 2 日

曜日) 

美浜区役所  （12回開催） 

稲毛区役所  （12回開催） 

花見川区役所 （12回開催） 

 

8 8 食に関する知識と食を選択する
力を習得し、健全な食生活を実
践できる人間を育てる食育を推
進します。 

健康支援課 千葉市食育推進計画により、食育
を市民運動として展開する。 

・千葉市健康づくり推進協議会食
育推進部会を 1回開催。 
・千葉市食育推進計画に基づき、
「食育のつどい」を開催し、食育
の推進に努めた。 
 参加者数：3,175名 

b 

特になし。 

9 9 食中毒及びその疑いによる健
康危機が生じた際は、食品衛生
所管課等と迅速に連携を取り、
情報提供や健康被害の拡大防
止等の対策を実施します。<充
実> 

消費生活

センター 

消費生活相談の中で食品による健
康被害に関する相談を受けた場合
は、食品安全課へ専用シートを活
用して情報提供を行う。 

食品による健康被害等の相談情
報について、専用シートで速やか
に報告を行った。（21件） 

a 

相談者の了承を得てから
情報提供となるため、相
談の際、相談者へ理解を
求めるように努める。 

生活衛生課 保健所からの食中毒（疑）発生情
報を受理し、関係自治体への調査
依頼、情報提供、国への報告、記
者発表等を行う。 

・保健所から食中毒（疑）や健康
危機情報を受理後、速やかに関
係自治体への調査依頼、情報提
供、国への報告等を行った。 

a 

特になし。 
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他県等からの食中毒（疑）情報を受
け、保健所に調査依頼等を行う。 

・他県等から食中毒（疑）情報の
受理後、速やかに保健所に調査
依頼等を行った。 
・被害拡大防止等のため告示、ホ
ームページでの公表や必要に応
じて記者発表を行った。 

食品安全課 市民等からの届出に基づき迅速か
つ的確に原因究明調査を実施し、
必要な措置を講ずるとともに、関係
機関へ情報を提供する。 

・原因施設等に対し、営業停止、
施設等の改善指導、及び衛生教
育等、再発防止に必要な措置を
実施した。 
食中毒による処分件数：12件 
不良食品による処分件数：0件 

b 

市民等からの届出に基づ
き迅速かつ的確に原因究
明を行い、必要な措置等
講ずると共に、必要な情
報提供を行う。 

 

 

 ②住まいの安全性の確保（保健福祉局・都市局） 

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

10 1 住宅の確認申請において、建築
基準法等に基づく厳格な審査を
行うとともに、中間検査及び完
了検査での検査率の向上を目
指し、法の的確な運用を図りま
す。 

建築審査課 ホームページや市政だよりにおい
て中間検査や完了検査の受検の
呼びかけを行う。 
建築主に返却する確認申請書の副
本に「完了検査受検」のお願い文
書を添付する。 
中間検査や完了検査の時期を予
測し、はがきで「中間検査、完了検
査のお知らせ」を通知する。 

・市政だよりに「中間・完了検査」
受検に関する情報を２回記載し
た。 
・ホームページに受験に関する情
報を掲載した。 
・予測される検査予定時期前に、
ハガキで受験のお知らせをした。 

b 

・引き続き啓発活動を実施
し、検査率の向上を図る。 

B 
12/5 
2.4 
点 

11 2 木造住宅及び分譲マンションの
耐震診断に要する費用の一部
を助成します。 

住宅政策課 昭和 56年 5月 31日以前の旧耐震
基準により建設された、戸建の木
造住宅及び分譲マンションを対象
に、耐震診断を行う者に対し、耐震
診断助成を実施する。 

旧耐震基準により建設された木
造住宅 79 戸、分譲マンションの
予備診断 1 件、本診断 2 件の耐
震診断助成を実施した。 

a 

木造住宅及び分譲マンシ
ョンの耐震化促進に向け、
支援策として、助成制度
の、なお一層の周知を図
る。 

12 3 木造住宅の耐震改修に要する
費用の一部を助成します。 

住宅政策課 耐震診断の結果、耐震性能が劣っ
ている（構造評点 1.0未満）と診断さ
れた木造住宅について、耐震改修
を行う者に対し、耐震改修助成を

助成対象者の所得上限を撤廃
し、所得割合に応じて助成する制
度に拡充とともに分譲マンション
も対象とした。 

a 

木造住宅の耐震化促進に
向け、支援策として、助成
制度の、なお一層の周知
を図る。 
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実施する。 耐震性が劣っていると診断された
木造住宅 82 戸の耐震改修助成
を実施した。 

13 4 すまいアップコーナー（千葉市
住宅関連情報提供コーナー）に
おいて、住まいに関する情報提
供などの相談業務を行います。 

住宅政策課 すまいアップコーナーにおいて、住
まいに関する情報提供を月曜日か
ら金曜日及び第１・第３日曜日の10
時から 15時まで行う。 

・住まいに関する情報提供を実施
した。 
相談件数：2,000件(軽微な相談含
む) 

b 

市民の様々な住宅相談等
に適切に対応するため、
引き続き、ワンストップで
対応できる体制作りに取り
組んでいく。 

14 5 シックハウス症、衛生害虫など
の住居衛生に関する相談業務
を行います。 

環境衛生課 住居衛生相談窓口で相談を受け付
けるとともに、希望者に対して住居
環境調査を行う。 

住居衛生相談を実施し、希望者
には住居環境調査を行った。 
相談件数：15件 
住居環境調査件数：2件 

b 

相談者により的確な助言
ができるよう、引き続き最
新情報の収集を行う必要
がある。 

 

 

 ③生活用品の安全性の確保（市民局・保健福祉局） 

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

15 1 家庭用品について、有害物質を
含有する家庭用品の規制に関
する法律に基づく監視指導を実
施します。 

環 境 衛 生

課 

家庭用品の基準適合検査のため、
市内に流通するおむつ、肌着、下
着、寝具等の繊維製品及びスプレ
ー、洗剤等の化学製品の試買を行
い、健康科学課に検査を依頼す
る。 

家庭用品の基準適合検査のため
試買を行い、112 検体、188 項目
について検査を依頼した。（違反
製品なし） b 

市内に流通する家庭用品
が、おおむね基準に適合
していることが確認でき
た。なお、試買時に実施し
ている販売業者への普及
啓発については引き続き
実施する必要がある。 

B 
6/3 
2.0 
点 

16 2 家庭用品について、有害物質を
含有する家庭用品の規制に関
する法律に定める規格基準に
適合しているか検査を実施しま
す。 

健 康 科 学

課 

環境衛生課からの行政依頼に基づ
いて試験検査を実施する。 

繊維製品等 112検体 188項目（ホ
ルムアルデヒド等）の試験検査を
実施した。 b 

有害物質の使用実態に基
づき、環境衛生課と検査
項目等の精査、調整を図
る。 

17 3 消費生活用製品安全法及び電
気用品安全法に基づく立入検
査の実施により、商品等の安全
性に係る表示の確保を図りま
す。 

 

消費生活

センター 

消費生活用製品安全法第 41 条第
1項に基づく立入検査を実施する。 
電気用品安全法第 46 条第 1 項に
基づく立入検査を実施する。 

市内の量販店及び個人商店に対

し立入検査を行った。 

・消費生活用製品安全法 

実績：5店舗 7品目 67 製品 

（石油ストーブ等） 

b 

これまで主に量販店を中
心に実施してきたが、H24
から個人商店も加え実施
した。多くの事業者に法令
の周知を行うため、今後も
引き続き、個人商店も加え
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・電気用品安全法 

実績：5店舗 4品目 70 製品 

（電気湯沸器等） 

立入検査を行っていく必
要がある。 

 

 

 ④関係機関等との連携（市民局） 

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

18 1 消費者庁、国民生活センター、
千葉県ほか近隣都県市等との
間で消費生活の安全・安心の確
保に関する情報交換を行いま
す。 

消費生活

センター 

国や近隣都市等との情報交換・共
有を積極的に行う。 

国、県等主催の会議に出席し、情
報交換に努めた。 
・１２回延べ１６名参加 b 

国の情報への適切な対応
や県内各市との情報共有
を踏まえ市民への情報提
供に活かす必要がある。 Ａ 

5/2 
2.5 
点 19 2 商品やクリーニングなどのサー

ビスの安全・安心確保のため、
関係機関等に対し必要な検査を
依頼します。 

消費生活

センター 

消費生活相談において、必要とさ
れる案件については、速やかに関
係機関へ検査を依頼する。 

消費生活相談の内容に基づき、
千葉県クリーニング生活衛生同
号組合へ検査を依頼した。（1件） 

a 

外部検査機関等の活用に
より迅速な解決を図る。 
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個別施策 項目名 単位 
平成 24年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

③-3 
消費生活用製品安全法に基づく立入検査件
数 

件 
（58） 

5 

③-3 電気用品安全法に基づく立入検査件数 件 
（12） 

5 

 

 

 

 

 

個別施策 項目名 単位 
平成 24年度 
実績値 

①-2 
食の安全性に関する講演会や意見交換会
などを開催 

回 2 

①-3 食品営業施設等の監視件数 件 23,702 

①-9 食品に関する相談情報連絡票の送付件数 件 21 

数値目標 

指 標 
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課題２ 適正な取引環境の確保 

 ①適正な表示の推進（市民局・保健福祉局） 

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

20 1 家庭用品品質表示法に基づく立
ち入り検査の実施により、適正
な品質表示の確保を図ります。 

消費生活

センター 

家庭用品品質表示法第 19 条第 2
項に基づく立入検査を実施する。 

市内の量販店及び個人商店に対

し立入検査を行った。 

・家庭用品品質表示法 

実績：5店舗2品目52製品 

（バケツ、なべ） 

b 

これまで主に量販店を中
心に実施してきたが、H24
から個人商店も加え実施
した。多くの事業者に法令
の周知を行うため、今後も
引き続き、個人商店も加
え立入検査を行っていく必
要がある。 

B 
6/3 
2.0 
点 

21 2 食品衛生法に基づき、食品の名
称、製造所所在地、製造者氏
名、消費又は賞味期限、添加物
等の表示の監視・指導を実施し
ます。 

食 品 安 全

課 

毎年度策定する千葉市食品衛生
監視指導計画に基づき、重点的に
監視指導する項目として実施する。 

・立入検査時及び収去検体につ
いては重点的に監視し、不適切
な表示等については改善等の指
導、必要な措置を講じた。 
適性改善指導： 36件 
廃棄指導： 0件 

b 

引き続き重点的に監視指
導する項目として実施す
る必要がある。 

22 3 条例に定める表示に関する基
準の遵守状況に関する調査を
行い、その結果を情報提供しま
す。 

消費生活

センター 

単位価格表示に関する調査を実施
し、結果をホームページにより公表
する。 

市内小売店を対象に調査し、結
果をホームページにより公表し
た。 
実施月：1月 
調査品目数：23品目 
対象店舗：市内 12店舗 
（合成洗剤、ベーコン等） 

b 

単位価格の表示状況は、
各店舗で大きな開きがあ
り、全国規模で展開する
チェーン店に対し、千葉市
が独自に定める表示基準
を求めることは、難しい現
状ではあるが、適正な表
示の推進について事業者
の理解と協力が得られる
よう、引き続き条例の趣旨
等の周知に努めていく。 
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 ②適正な計量の推進（市民局） 

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

23 1 事業所で使用するはかりの定期
検査を行います。 

計 量 検 査

所 

計量法に基づき、中央区、若葉区、
緑区の事業所の特定計量器の定
期検査を実施する。 

中央・若葉・緑区内の各事業所に
おいて、特定計量器の定期検査
を実施した。 
 ・検査戸数    1,162戸 
 ・検査個数    2,709個 
 ・不合格個数     22個 
 ・不合格率      0.8 ％（1.0） 

a 

定期検査対象となる計量
器の使用事業所を的確に
把握する。 

A 
10/4 
2.5 
点 

24 2 計量販売している商店・スーパ
ー等へ立ち入り、商品の量目に
ついて検査を行います。 

計 量 検 査

所 

中元・年末年始時期に市内スーパ
ー等に立ち入り、商品の内容量が
適正に計量されているか検査を実
施する。 

中元期及び年末年始期にスーパ
ーに立ち入り、商品量目検査を実
施した。 
 ・検査戸数      52戸 
 ・検査個数    2,411個 
 ・不足個数      73個 
 ・不足個数率    3.0 ％（3.0） 

a 

店舗内詰め込み計量商品
が、市外の工場等に移行
している。そのため検査可
能商品数が減尐している
ことから、工場等に対する
指導方法を検討する。 

25 3 事業所に立ち入り、メーター管
理台帳の整備状況や検定有効
期間切れメーターの有無などに
関する検査を実施します。 

計 量 検 査

所 

計量法に基づく特定計量器を使用
する事業所へ立ち入り、メーターの
有効期間や管理方法の検査を実
施する。 

各種のメーターを使用している事
業所に立ち入り、検査を実施し
た。 
 ①燃料油メーター 
  ・検査戸数      27戸 
  ・検査個数     537個 
  ・不合格個数     0 個 
 ②タクシーメーター 
  ・検査戸数       4戸 
  ・検査個数     105個 
  ・不合格個数     0個 
 ③ＬＰガスメーター 
  ・検査戸数      4戸 
  ・検査個数     716個 
  ・不合格個数     0個 

a 

ガソリンスタンドの改廃業
及びＬＰガス事業者の廃
業の増加に伴い、事業所
情報を的確に把握するこ
とが必要である。 
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26 4 事業者の自主的な計量管理や
計量制度の普及・啓発を推進し
ます。 

計 量 検 査

所 

事業者の計量管理意識を促進する
ための講習会を実施するほか、市
民を対象にした継続的な講座等を
開催する。 

①計量記念日（11月 1日）に因み 
 啓発ポスター等の掲示（区役所
他）により、適正計量に関する周
知啓発を図った。 
②親子計量教室を開催した。 
 ・開催日  ７月３０・３１日 
 ・参加者  １９組（延べ８０人） 

c 

事業者向け講習の実施方
法見直しと、計量精度を
身近に感じてもらえるよう
な啓発事業の工夫が必要
である。 

 

 

 ③生活関連商品の調査、安定供給（総務局・市民局・経済農政局） 

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

27 1 生活関連商品についての価格
等の調査を行い、その結果を情
報提供します。 

消費生活

センター 

千葉市の物価情報についてホーム
ページ等を活用して情報提供を行
う。 

・ホームページにおいて、物価情
報関連のリンク先を拡充すること
で情報提供の充実を図った。 
・年末年始に需要が増大する正
月用品の価格動向及び需要状況
について、一般食品 9品目、青果
物 15 品目、水産物 13 品目の関
係業界に対調査を行い、マスコミ
各社を通じて、消費者へ情報提
供を行った。 

b 

物価情報に関する国の動
向等、関連情報の収集に
努め、ホームページのリン
ク先の拡充や他の媒体の
活用などの検討の他、情
報提供の手法についても
検討する。 

B 
9/5 
2.3 
点 

28 2 市民が身近に利用できるように
商店街等活性化事業に対する
支援を行い、地域商業の振興を
図ります。 

産 業 支 援

課 

商店街等が実施する商店街の活
性化や地域経済の振興・育成を目
的とした事業に対し、支援を行う。 

・商店街等が実施した以下の事
業に対し、支援を行った。 
・がんばる商店街チャレンジ 
応援事業 
・商店街高度化事業 
・商店街共同施設整備事業 
・商店街共同施設電気料支援 
事業 
・空き店舗対策事業 
・産業振興財団と連携し、商店街
を訪問するなどして、活性化策の
実施に向けた助言等を行った。 

b 

特になし 
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29 3 中央卸売市場の適正な運営に
より、生活関連商品の安定的な
供給の確保を図ります。 

中 央 卸 売

市 場 業 務

課 

市場内の公正な取引を維持しなが
ら、卸売・仲卸業者の開設者検査
による経営体質の向上、出荷者へ
の要請等を行い、生鮮食料品の安
定的な供給の確保に努める。 

・卸売業者２社、仲卸業者４社に
対して、開設者検査を実施した。 
・県内及び県外の６業者に対し、
継続的な出荷要請を行った。 

b 

流通形態の多様化や食糧
消費の減退などにより取
扱数量が低下していること
から、市場の活性化につ
いて場内事業者とともに
検討していく。 

30 4 災害時において生活関連商品
の円滑な流通を図るため必要
があると判断したときは、事業
者に対し円滑な供給その他必
要な措置を講ずるよう依頼しま
す。 

危 機 管 理

課 

主に避難生活における生活物資の
供給を確保するため、必要に応じ、
各種事業者と物資供給協定を締結
します。 

・平成２４年１１月 
 石井食品株式会社と協定締結 
・平成２４年１２月 
 株式会社ファミリーマートと協定
締結 

a 

・今後とも引き続き各種事
業者との協定締結に努め
る。 

消費生活

センター 

生活関連商品の円滑な流通が図ら
れるよう、実態を調査する。 

生活関連商品の流通に影響する
ような災害は発生しなかったため
実施せず - 

災害発生時、生活関連商
品の円滑な流通が図られ
るよう実態調査を実施す
る。 
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個別施策 項目名 単位 
平成 24年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

①-1 家庭用品品質表示法に基づく立入検査件数 件 
（23） 

5 

②-2 商品量目立入検査件数 件 
（54） 

52 

②-3 事業者への立入検査件数 件 
（47） 

38 

②-4 普及・啓発講座の開催回数 回 
（3） 

2 

 

 

  

 

 

個別施策 項目名 単位 
平成 24年度 
実績値 

②-1 事業所におけるはかりの定期検査個数 個 2,707 

 

数値目標 

指 標 
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課題３ 事業者に対する指導 

 ①法令遵守のための啓発、指導（市民局） 

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

31 1 事業者に対し条例に規定する不
適正な取引行為を行わないよう
指導の強化を図ります。 

消費生活

センター 

実態調査等により、適切な対応を
図る。 

・実態調査により、判明した事実
等に基づき情報提供を実施した
もの。  
 架空請求事業者…９事業者 
・事業者来訪時に不適正な取引
行為について指導したもの。 
６事業者 

b 

・広域的な案件について
は、県や近隣市と連携し
事業者指導を行えるよう
他の地方公共団体に対し
ても働きかけを行ってい
く。 

B 
4/2 
2.0 
点 

32 2 特定商取引法、消費者契約法
など消費生活に関連のある法
令や条例の周知、啓発を図りま
す。 

消費生活

センター 

相談業務の中で、個別の事業者に
対し関係法令の趣旨等の周知を行
うとともに、ホームページ等を活用
し、啓発を行う。 

相談業務のあっせん等の中で、
関係法令の趣旨等の周知を行う
とともに、条例に規定した不適正
な取引行為について周知、啓発
を図るため、啓発パンフレット
（1,000 部）を作成し、事業者等に
対して配布した。また、ホームペ
ージへの掲載を行った。 

b 

・引き続き、事業者に対
し、関係法令等の周知を
図るとともに、ホームペー
ジや啓発パンフレット等の
媒体を活用した啓発を行
っていく。 

 

  

 

 

個別施策 項目名 単位 
平成 24年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

①-１ 
取引行為の適正化に関する講座の開催回
数 

回 
（0） 

0 

①-２ 法令・条例に関する講座の開催回数 回 
（0） 

0 

数値目標 
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基本的方向２ 消費者被害の防止及び救済 

課題１ 消費者被害の防止 

 ①－１ 情報提供の推進・[悪質商法関連]（市民局） 

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

33 1 ホームページ、市政だより、啓発
冊子など様々な媒体を活用し
て、各年齢層に応じた効果的な
情報提供を推進します。 

消費生活

センター 

・消費者被害防止に関する情報を
市政だよりやホームページにより迅
速に提供する。 
・各年齢層に応じた啓発冊子等をく
らしの巡回講座で活用する。 

・HP での「振り込み詐欺」への注
意喚起や電話音声ＣＤ等の製作・
貸出（140 本）、悪質商法の相談
事例に基づく啓発カレンダーの配
布（8,000部）。 
・各年齢層に応じた啓発冊子を、
各種啓発講座で活用した。（高
校・大学・高齢者・見守り等） 

b 

HP でのコンテンツや情報
提供の方針等は市民にわ
かりやすく伝わるよう工
夫・検討が必要である。 

A 
19/7 
2.7 
点 

34 2 「暮らしの情報いずみ」を効果的
に配布することにより、情報提
供を推進します。 

消費生活

センター 

新たな設置場所の確保や配布先
の拡充に努める。 

新規に淑徳大学への配布を開始
するとともに、出前講座などの啓
発機会を活用し、拡充を図った。 

a 

今後もより効果的な配布
先の確保に努め、「いず
み」の認知度を高める必
要がある。 

35 3 悪質商法被害防止に関する情
報を電子メールにより関係機関
等へ配信します。 

消費生活

センター 

電子メールを配信する新たな関係
機関の確保に努める。 

高齢者等悪質商法被害防止ネッ
トワーク会議で配信先の検討を
行い、千葉市地域自立支援協議
会への配信を開始した。 

a 

ホームページや暮らしの
情報いずみで周知を行
い、新たな配信先の掘り
起こしを図る必要がある。 

36 4 ちばし安全・安心メールを利用
し、悪質商法被害防止に関する
情報を配信します。 

市民 

サービス課 

悪質商法被害防止や振り込め詐欺
等に関する情報をワンポイント防犯
情報として登録者に対し随時配信
する。 

ワンポイント防犯情報として、５回
配信した。 
 

a 

引き続き情報提供に努め
る。 

消費生活

センター 

必要とされるものについて、速やか
に配信する。 

短期間に集中的に寄せられた架
空請求・送りつけ商法の相談を踏
まえ、注意喚起を緊急的に４件配
信した。 
 

a 

相談情報の共有化を図
り、迅速な対応に努める。 
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37 5 身に覚えのない請求を突然受け
る架空請求はがき等の発信元
に関する情報をホームページに
より迅速に提供します。 

消費生活

センター 

消費生活相談の状況を調査し、発
信元に関する情報を随時ホームペ
ージに掲載する。 

架空請求を行う事業者に係る名
称や連絡先等の情報を迅速にホ
ームページ等に掲載することによ
り、消費者被害の拡大防止を図
った。 （９事業者） 

a 

相談員との連携による相
談状況の迅速な把握。 

38 6 悪質商法被害防止に関する情
報を電子メールにより学校へ配
信します。 

消費生活

センター 

学校への情報提供について教育委
員会と検討する。 

消費者教育ワーキンググループ
会議において、情報提供の方法
などについて検討した。 

b 

市立高校（２校）へ配信
等、生徒への効果的な周
知方法の検討を行う必要
がある。 

 

 ①－２ 情報提供の推進・[多重債務関連]（市民局）  

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

39 1 債務整理のための方法等に関
する情報を提供します。 

消費生活

センター 

消費生活相談やホームページ等を
活用し、債務整理方法や多重債務
者特別相談の周知を図る。 

・市政だより及びホームページ等
の各種媒体による市民への周知
と多重債務者支援庁内連絡会議
を活用しての関係各課への情報
提供を行った。 
・多重債務者相談強化キャンペ
ーンにおいて、区と連携して、出
張相談会を実施した。 
12月各１回（花見川区、稲毛区） 

a 

相談案内のチラシ配布や
ポスター作成等、周知方
法の拡充と区との連携を
強化する。 

A 
3/1 
3.0 
点 
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 ①－３ 情報提供の推進・[高齢者・障害者関連]（市民局・保健福祉局）  

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

40 1 成年後見制度の利用を円滑に
行えるよう情報を提供します。 

消費生活

センター 

消費生活相談やくらしの巡回講座
等を通じて情報提供を行う。 

巡回講座やその他啓発講座、相
談を受けた際に同制度を紹介し
た。 

a 
ホームページや暮らしの
情報いずみで情報提供を
行う必要がある。 

A 
8/3 
2.7 
点 

高齢福祉

課 

23 年度に引き続き、判断能力が不
十分な方が成年後見制度の利用を
円滑に行えるように支援する。 

成年後見支援センターにおいて、
制度の説明や手続き方法など多
くの相談があった。 
また、同センターにおいて普及啓
発活動として、講演会や講師派
遣などを行った。 

b 

市民に対し、市政だより・
パンフレットの配布、ホー
ムページのリンク以外に
周知する方法がないか。 

41 2 行政、関係団体などによる千葉
市高齢者等悪質商法被害防止
ネットワーク会議を通じて連携
の強化を図り、情報の提供を推
進します。 

消費生活

センター 

高齢福祉

課 

障害者自

立支援課 

被害が発生した際の連絡システム
の再周知を図るとともに、消費者注
意報を関係機関に定期的に配信す
る。 

（消費生活センター） 
・高齢者等悪質商法被害防止ネ
ットワーク会議において、連絡シ
ステムの再周知を行った。 
・消費者被害注意報を配信した。 
年６回（偶数月）（高齢福祉課） 
高齢者等悪質商法被害防止ネッ
トワーク会議に出席し、会議関係
者の協力を得て、情報の収集・共
有を図った。 
（障害者自立支援課） 
啓発活動としてトイレットペーパ
ー・チラシの配布のため、スプリ
ングフェスティバルの会場を提供
した。 

a 

(消費生活センター) 
被害が発生した際の連絡
システムの再周知を図る
とともに、消費者被害注意
報を関係機関に定期的に
配信する必要がある。 
（高齢福祉課） 
引き続き情報収集・共有
に努め、被害防止のため
の連携を図る。 
（障害者自立支援課） 
引き続き、啓発活動等に
活用できる会場や機会を
提供する。 
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 ②苦情相談情報の活用（市民局）  

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

42 1 消費生活センターに寄せられた
苦情相談の内容を分析し、消費
者被害の未然防止・拡大防止な
どに関する施策へ反映させま
す。 

消費生活

センター 

被害発生状況を鑑み、喚起すべき
事例等について、巡回講座や暮ら
しの情報いずみを活用して啓発を
行っていく。 

相談事例をもとに、巡回講座及び
連携講座やくらしの情報いずみ
のほか、消費者被害注意報や各
区民まつりなどで周知を図った。 
巡回講座：42回 
連携講座：13回 
暮らしの情報いずみ：年 6回 
消費者被害注意報：年 6回 

a 

相談事例の分析を行うた
め、ＰＩＯ―ＮＥＴの相談カ
ードに条例違反の状況を
入力する。 
被害発生状況を踏まえ、
喚起すべき事例等を分析
し、市民に対し積極的に
情報提供を行う。 

A 
3/1 
3.0 
点 

 

 

 ③地域、関係団体等との連携（市民局）  

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

43 1 千葉市高齢者等悪質商法被害
防止ネットワーク会議との連携
を図りながら、行政・関係団体・
地域団体などが一体となって消
費者被害の防止を図ります。 

消費生活

センター 

構成団体との協働による取り組み
を検討する。 

区民まつり等において、区社会福
祉協議会等の関係団体と協働し
て啓発活動を実施した。 
・区民まつり：６回 
・スプリングフェスタ（ハーモニー
プラザ）：１回 

a 

関係団体との協働を発展
させ、啓発活動や見守り
等に組む必要がある。 

A 
6/2 
3.0 
点 

44 2 社会福祉協議会やあんしんケア
センター等との連携の強化を図
ります。 

消費生活

センター 

高齢者の見守りに関わっている民
生委員やケアマネージャーに対し、
相談窓口への誘導を依頼する。 

・市社会福祉協議会や区事務所
に相談窓口への誘導協力を依頼
した。 
・あんしんケアセンターに消費生
活センターの機能や高齢者の悪
質商法被害の状況などについて
説明するとともに、窓口誘導を依
頼した。 

a 

社会福祉協議会やあんし
んケアセンターそのものだ
けではなく、さらにそこか
ら地域へと発信していける
ような新たな取り組みを検
討する必要がある。 
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個別施策 項目名 単位 
平成 24年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

①-1-1 
消費生活センターホームページのアクセス
件数 

件 
（17,450） 

17,056 

①-1-1 
消費生活センターモバイル版ホームページ
のアクセス件数 

件 
（2,730） 

1,073 

①-1-2 
「暮らしの情報いずみ」を効果的に配布する
場所の確保 

箇所 
（280） 

267 

①-1-3 
悪質商法被害に関する情報提供の配信先
の確保 

箇所 
（18） 

17 

 

 

 

個別施策 項目名 単位 
平成 24年度 
実績値 

①-1-5 
架空請求はがき等の発信元に関する情報
のホームページへの掲載件数 

件 9 

③-1 消費者被害注意報の配信先件数 件 17 

数値目標 

指 標 
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課題２ 消費生活相談窓口の機能強化 

 ①消費者被害の救済（市民局）  

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

45 1 消費生活相談員による助言・あ
っせんにより適切な相談対応を
行い、消費者被害の拡大防止・
早期救済を図ります。<充実> 

消費生活

センター 

弁護士による消費生活相談アドバ
イザーを活用しながら、的確かつ迅
速な解決を行う。また、電子メール
による相談を行い、相談窓口の拡
充を図る。 

・千葉県弁護士会と連携した消費
生活アドバイザー（弁護士）の活
用 20件 
・インターネット相談の実施（新
規） 11月 1日受付開始（15件） 

 a 

統括相談員制度を創設
し、専門的知識と豊富な
経験を活かし相談員への
指導助言等を行うととも
に、相談員の育成を行
い、相談員のレベルアップ
を図る。 

A 
3/1 
3.0 
点 

 

 

 ②相談体制の強化（市民局）  

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

46 1 多重債務問題等に関する特別
相談を実施します。 

消費生活

センター 

定期的に多重債務者特別相談を
実施する。 
 

・千葉県弁護士会と連携して、多

重債務者特別相談を実施した。 

 毎月第 2・4木曜日（24回） 

 相談件数：76件 

・区役所と連携し、出張相談を実

施した。 

12月各１回（花見川区・稲毛区） 

a 

相談者の一層の掘り起こ
し図るため、各区との連携
強化が必要である。 

A 
13/5 
2.6 
点 

47 2 高齢者や障害者に関する相談
窓口との連携の強化を図りま
す。 

消費生活

センター 

消費生活センターの窓口に関する
チラシの配布など協力を依頼する。 

各区保健福祉センターに、消費

生活センター窓口周知チラシの

配架を依頼した。 

b 

いきいきセンター等の関
係施設にも相談窓口の周
知を図る必要がある。 

48 3 消費者被害の解決に向けたあ
っせん交渉等において手話通訳
者を手配します。 

消費生活

センター 

迅速に対応するための体制整備に
ついて関係団体と協議する。 

高齢者等悪質商法被害防止ネッ

トワーク幹事会において、区の

「手話通訳者派遣制度」の活用に

ついて協議した。 

b 

手話通訳者の派遣方法に
ついて具体的に検討する
必要がある。 
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49 4 消費生活相談窓口を周知し、利
用促進を図ります。 

消費生活

センター 

巡回講座や啓発パンフレット等を活
用し、窓口周知に努め利用促進を
図る。 

各種啓発講座等の場において、

チラシ等を活用し、利用促進を図

った。 

a 

出張相談や電話相談の拡
充について検討し、利用
促進を図る必要がある。 

50 5 ≪新規≫電子メールによる消費
生活相談の受付を実施します。 

消費生活

センター 

電子メールによる消費生活相談を
開始する。 

11/1 よりインターネットによる消

費生活相談を開始した。（15件） a 

利用促進に向けた周知を
図る必要がある。 

 

 

 ③相談員の専門的知識の向上（市民局）  

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

51 1 相談処理の向上に関する研修
への計画的な参加や所内研修
の充実を図ります。<充実> 

消費生活

センター 

関係法令等の改正や最新の相談
事例を踏まえて所内研修を実施す
る。 

国の主催研修への派遣や所内で
の事例研究や主催研修等を実施
した。 
・外部研修会への参加 
9回延べ 12人 
・所内研修 12回 

b 

研修の一層の充実を図る
ため、相談員の知識・経
験に応じた研修参加や相
談事例の研究について、
計画的に実施する。 
年間計画を作成し、各種
研修機会の充実を図る必
要がある。 

B 
2/1 
2.0 
点 

 

 

④関係機関等との連携（市民局）  

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

52 1 弁護士会等との連携による多重
債務問題等に関する特別相談
を実施します。 

消費生活

センター 

定期的な多重債務者特別相談を実
施する。 

・千葉県弁護士会と連携して、多

重債務者特別相談を実施した。 

 毎月第 2・4木曜日（24回） 

 相談件数：76件 

・千葉県弁護士会と連携した消費
生活アドバイザー（弁護士）の活
用 20件 

b 

多重債務相談案内チラシ
を配布し、一層の周知を
図るとともに、関係各部門
に特別相談への誘導を増
やす。 

B 
9/4 
2.3 
点 
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53 2 消費生活相談アドバイザーの助
言による消費生活相談のすみ
やかな問題解決を図ります。 

消費生活

センター 

アドバイザーの活用により、適切な
相談を実施する。 

・千葉県弁護士会と連携した消費
生活アドバイザー（弁護士）の活
用 20件 

b 

積極的にアドバイザー制
度を利用して、相談機能
の強化を図る。 

54 3 国民生活センター等との連携に
より、相談処理等に関する情報
の共有を図ります。 

消費生活

センター 

相談事例の研究や商品テストなど
積極的に国民生活センターの活用
を図る。 

各種会議等の出席を通じ、関係

機関との連携を図った。 b 
関係機関との連携により
相談体制の強化につなげ
る。 

55 4 千葉市多重債務者支援庁内連
絡会議における多重債務者支
援策を推進します。<充実> 

消費生活

センター 

多重債務者特別相談における弁護
士への受任状況の把握に努める。 

・多重債務特別相談における相

談者の弁護士への受任状況につ

いて把握し（39 件）、多重債務者

支援庁内連絡会議において、報

告を行った。 

・多重債務者相談強化キャンペ

ーン（10～12 月）において、区と

連携し、出張相談を実施した。 

12月各１回（花見川区・稲毛区） 

a 

庁内連携による周知広報
の拡充を図り、積極的な
相談者の掘り起こしが必
要である。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



基本的方向２ 消費者被害の防止及び救済 

課題２ 消費者生活相談窓口の機能強化 
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個別施策 項目名 単位 
平成 24年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

①-１ 消費生活相談の解決率（助言） ％ 
（73） 

83.9 

①-１ 消費生活相談の解決率（情報提供） ％ 
（13） 

6.2 

①-１ 消費生活相談の解決率（あっせん） ％ 
（8） 

8.5 

③-１ 消費生活相談員研修の実施回数 回 
（8） 

21 

④-４ 
多重債務者支援庁内連絡会議における消
費生活相談窓口への誘導件数 

件 
（8） 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値目標 



基本的方向２ 消費者被害の防止及び救済 

課題２ 消費者生活相談窓口の機能強化 
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個別施策 項目名 単位 
平成 24年度 
実績値 

①-1 消費生活相談受付件数 件 5,401 

①-1 
高齢者の消費生活相談受付件数及び全相
談件数に占める割合 

件 
（％） 

1,935 
（35.8） 

①-1 
若年者の消費生活相談受付件数及び全相
談件数に占める割合 

件 
（％） 

545 
（10.1） 

②-1 
多重債務者の相談件数及び全相談件数に
占める割合 

件 
（％） 

159 
（29.4） 

②-5 電子メールによる消費生活相談の受付件数 件 15 

④-1 多重債務者特別相談の実施回数 回 24 

④-2 消費生活相談アドバイザー利用件数 件 20 

指 標 



基本的方向３ 消費者の年齢その他の特性に対する配慮 

課題１ 高齢者、障害者、若年者に対する支援 
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基本的方向３ 消費者の年齢その他の特性に対する配慮 

課題１ 高齢者、障害者、若年者に対する支援 

 ①高齢者・障害者の財産等の保護（市民局）  

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

56 1 ≪新規≫成年後見制度等を利
用できるよう、関係機関と連携を
図ります。 

消費生活

センター 

センターと関係機関それぞれの相
談窓口において制度の利用につい
て周知を図る。 

・巡回講座や相談の中で、同制
度を紹介するとともに、市民に配
布した啓発用カレンダーにおいて
も周知を図った。 
・市社会福祉協議会による市民
後見人の養成に対し、連携を図
った。 

a 

市成年後見支援センター
との連携について検討す
る必要がある。 

A 
3/1 
3.0 
点 

 

 

 ②若年者に対する支援（市民局）  

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

57 1 若年者に対し街頭キャンペーン
などを実施します。 

消費生活

センター 

関東甲信越ブロックの都県市、国
民生活センターと共同で、啓発用
のポスター・リーフレットを作成・配
布し、啓発活動を行う。 

啓発用ポスター等を作成し、各学
校に配布するとともに、就職説明
会でも配布を行い、啓発に努め
た。 
・配布先 121 ヶ所 
・配布部数 ポスター    125部 
        リーフレット 4,029部 
・就職説明会 600部配布 

a 

啓発機会の拡充を図る。 

A 
5/2 
2.5 
点 58 2 ≪新規≫若年者に対する特別

相談を実施します。 
消費生活

センター 

学校での臨時相談会の開催を企画
する。 

若年者向け関東甲信越ブロック
悪質商法被害防止共同キャンペ
ーン活動の一環として大学での
出張相談を実施した。 
・千葉商業高校（12月） 
・淑徳大学（1月） 

b 

大学等での啓発機会の拡
充を図る。 



基本的方向３ 消費者の年齢その他の特性に対する配慮 

課題１ 高齢者、障害者、若年者に対する支援 
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個別施策 項目名 単位 
平成 24年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

②-２ 若年者に対する特別相談の実施回数 回 
（1） 
3 

 

 

 

 

個別施策 項目名 単位 
平成 24年度 
実績値 

①－１ 成年後見制度に関する相談件数 件 45 

 

数値目標 

指 標 



基本的方向４ 消費者の自立支援 

課題１ 学習機会の拡充 
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基本的方向４ 消費者の自立支援 

課題１ 学習機会の拡充 

 ①学習機会の拡充、自主的な学習活動の支援（市民局・教育委員会）  

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

59 1 様々な年齢層が参加することが
できるよう消費生活に関連する
講座を開催します。<充実> 

消費生活

センター 

ライフステージに合った分野の講座
を実施する。 

幼年期～小中学生、若者、高齢
者とライフステージに分けた講座
を実施した。 
 消費生活講座 
・親子向け：２回、４１人 
・一般向け：４回、２８人 

・高齢者向け：４回、５８人 

b 

ライフステージに応じて、
体系的な消費者教育を実
施する。 

A 
15/6 
2.5 
点 

生涯学習

振興課 

各公民館等において、それぞれの
地域の実情や学習ニーズを踏ま
え、学習機会の提供に努める。 

消費生活講座等を 20 館で 32 事
業実施した。 
延受講者数：584人 

b 

各公民館所管区域の学習
ニーズをとらえながら、よ
り多くの公民館で多様な
学習機会の提供を図る。 

60 2 各年齢層に応じた市民の幅広
いニーズに対応するため、くらし
の巡回講座の内容を充実し、利
用促進を図ります。 

消費生活

センター 

各年齢層に応じて充実した巡回講
座内容とするために、各ネットワー
クとの協力を図る。 

受講者の年齢や実施目的、希望

テーマ等に対応したくらしの巡回

講座を実施した（全 42 回、合計

2,401人） 

＜内訳＞ 

・高齢者見守り：6回、1,057人 

・高齢者向け：29回、951人 

・一般向け：3回、83人 

・暮らしの安全講座：4回、110人 

a 

消費者教育に係る国の動
向・基本的方針やアンケ
ート結果を踏まえた講座
内容の検討が必要であ
る。 

61 3 消費生活に関連する図書・ビデ
オ等の学習教材の内容を充実
し、学習活動の場としての消費
生活センターの利用促進を図り
ます。 

消費生活

センター 

より学習要素の高い学習教材の選
定に努め、ホームページ等を活用
し周知する。 

消費生活を取り扱っている図書

等を選定・購入し、ＨＰにて所蔵

一覧表を掲載し周知を図った。ま

た、学校向けに情報提供を行っ

た。 

a 

学習教材の充実を図る必
要がある。 



基本的方向４ 消費者の自立支援 

課題１ 学習機会の拡充 
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62 4 ≪新規≫新入生オリエンテーシ
ョンや新入社員研修などの機会
を利用し、消費者被害防止のた
めの啓発講座を実施します。 

消費生活

センター 

学校・企業等と連携し、実施に向け
協力を要請する。 

学校や企業と連携し、授業や研

修の機会に啓発講座を実施し

た。（全 13回、合計 901人） 

 ・学校：11回、880人 

 ・企業：２回、２１人 

a 

学校・企業等と連携し、実
施に向け協力を要請する
必要がある。 

63 5 様々な講座・講演会等で消費者
施策に消費者の意見が反映で
きる機会を設けます。 

消費生活

センター 

講座等の開催時において、アンケ
ートを実施する。 

講座受講者に対し、アンケートを

実施した。 b 

くらしの巡回講座等でアン
ケートを実施し、その結果
を講座の内容に反映させ
る必要がある。 

 

 ②消費者教育の推進（教育委員会）  

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

64 1 教員研修において消費者教育
の内容や進め方等に関する研
修を行います。 

指導課 新学習指導要領の全面実施に際し
て、小・中学校家庭科の研修内容
を検討する。 

「身近な消費生活と環境」につい
て、中学校技術・家庭科の実技
研修会の内容の一部として扱っ
た 

a 

研修の機会が限られてい
るので、より効果的な内容
となるよう検討が必要 A 

6/2 
3.0 
点 

教育センタ

ー 

新学習指導要領の全面実施に際し
て、小・中学校家庭科の研修内容
を検討する。 

中学校家庭科（市教研連携）講座
の中で「身近な消費生活と環境」 
に関する講演を行った。（教員３１
名参加） 

a 

毎年の研修実施は、他の
学習内容とのバランス上
厳しい現状がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



基本的方向４ 消費者の自立支援 

課題１ 学習機会の拡充 
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 ③学校における消費者教育の推進（教育委員会） 

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

65 1 学校における消費者教育を推
進します。 
<充実> 

指導課 学習指導要領の全面実施を踏ま
え、教育課程協議会やブロック研
修等の機会に指導・助言や資料提
供を行う。 

教育課程協議会やブロック研修
会、実技研修会、学校訪問等の
折に、指導・助言や資料の提供を
行った。 

a 

文科省、専門機関等との
連携をとり、より適切な指
導・助言や資料提供に努
める。 

A 
18/6 
3.0 
点 

教育センタ

ー 

学習指導要領の全面実施を踏ま
え、研修等の機会に指導・助言や
資料提供を行う。 

中学校家庭科（市教研連携）講座
の中で「身近な消費生活と環境」 
に関する講演を行った。（教員３１
名参加） 

a 

消費者教育推進ワーキン
ググループの活動内容を
検討し、消費生活センター
との連携の機会を増や
す。 

66 2 児童、生徒向け啓発冊子等の
活用を図ります。 

指導課 児童、生徒向け啓発冊子等の活用
を図る。 

啓発冊子、ビデオ教材等を活用
できるよう、情報提供を行った。 a 

常に情報収集をし、効果
的な情報提供を図る。 

教育センタ

ー 

児童、生徒向け啓発冊子等の活用
を図る。 

中学校家庭科（市教研連携）講座
の中で H21 作成資料の活用を促
した。（教員３１名参加） 

a 
今後は、別の資料を開発
または、収集する必要が
ある。 

67 3 消費者教育に関する指導用資
料の活用を図ります。 

指導課 授業で使用できる消費者教育に関
する指導用資料の活用を検討す
る。 

授業で使用できる消費者教育に
関する指導用資料の活用を図っ
た。 

a 
情報収集をし、資料の見
直し・検討を進める。 

教育センタ

ー 

授業で使用できる消費者教育に関
する指導用資料の活用を検討す
る。 

中学校家庭科（市教研連携）講座
の中で H21 作成資料の活用を促
した。（教員３１名参加） 

a 
今後は、別の資料を開発
または、収集する必要が
ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



基本的方向４ 消費者の自立支援 

課題１ 学習機会の拡充 
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個別施策 項目名 単位 
平成 24年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

①-1 消費生活講座等の受講者数 人 
（420） 

711 

①-2 くらしの巡回講座の受講者数（総数） 人 
（1,620） 

2,201 

①-2 くらしの巡回講座の受講者数（学校） 人 
（560） 

0 

①-2 くらしの巡回講座の受講者数（高齢者） 人 
（660） 

2,008 

①-2 くらしの巡回講座の実施回数（若年者） 回 
（1） 

0 

①-3 
消費者活動コーナー及び資料情報コーナー
の利用者数 

人 
（220） 

96 

①-4 
消費者被害防止のための啓発講座の実施
回数 

回 
（1） 

13 

数値目標 



基本的方向４ 消費者の自立支援 

課題２ 環境に配慮した消費生活の推進 
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課題２ 環境に配慮した消費生活の推進 

 ①循環型ライフスタイルの推進（環境局）  

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

68 1 焼却ごみ１／３削減に向けた普
及啓発活動を推進します。 

廃棄物対

策課 

「焼却ごみ１／３削減」を達成する
ため、「雑がみ分別」や「生ごみの
減量化」を主要なテーマとして、
様々な場を活用しＰＲを展開する。
特に若年層に向けたＰＲを強化す
る。 

区民まつり、花火大会、親子三代
夏まつり等各種イベントで雑がみ
分別や生ごみ減量の啓発を実
施。若年層向けに大学との連携
によるごみ減量の啓発を実施。 

a 

引き続き、様々な場を活
用した PRを図る。 

A 
15/6 
2.5 
点 

69 2 ごみ減量のための「ちばルー
ル」の普及、定着に向け、「ちば
ルール」協定店の拡充などに取
り組みます。 

廃棄物対

策課 

「ちばルール」協定店の拡充に向
け、積極的な募集活動を行う。 

ちばルール協定店の拡大に向
け、新たに４事業者と協定を締
結。商店街へのちばルール協定
締結を促進するため、千葉市商
店街連合会と加入促進協定を締
結。 

a 

ちばルール協定店拡大に
向け、個別商店街との締
結を進めていく。 

70 3 ごみ減量広報紙やリサイクルハ
ンドブックの発行などにより、ご
みの減量やリサイクルに関する
意識の高揚を図ります。 

廃棄物対

策課 

ごみ減量広報紙のＧＯ！ＧＯ！へ
らそうくんを年１回、リサイクリーン
ちばを年１回発行する。 

「ＧＯ！ＧＯ！へらそうくん」及び
「リサイクリーンちば」を発行。 

a 

引き続き、年１回発行す
る。 

71 4 自発的なごみ減量・再資源化活
動を推進するため、生ごみ減量
処理機等の購入費の助成を行
います。 

廃棄物対

策課 

生ごみ減量処理機（補助率 1/2 補
助上限額 20,000 円）及び生ごみ肥
料化容器（補助率 2/3 補助上限額
3,000円）の購入費の助成を行う。 

生ごみ減量処理機 128 基、生ご
み肥料化容器 363基を助成。 

c 

各種講習会や説明会など
で補助金制度の周知を図
り、補助件数の増を図る。 

72 5 自発的なごみ減量・再資源化活
動を推進するため、古紙・布類
を回収する集団回収の支援を
実施します。 

収集業務

課 

集団回収団体への補助金の交付
や保管庫等の設置などに対する支
援を行う。 

回収量 16,914t 
補助金額 37,388千円 
支援団体数 39団体 

b 

集団回収による資源物 
収集量の増加 

73 6 エコライフカレンダーの作成・配
布や環境シェフ、環境宣言の募
集により、地球温暖化対策の取
組みを推進します。 

環境保全課 エコライフカレンダーを 24,000 部作
成する。 
環境シェフ、環境宣言の登録者数
拡大を図る。 

環境家計簿付きのエコライフカレ
ンダーを 24,000 部作成して公民
館、図書館等へ配布し、環境家
計簿や地球温暖化防止対策の取
組みの普及を推進した。 

a 

配布部数の見直し、事業
終了した環境シェフに代
わる環境家計簿の推進方
法について検討する必要
がある。 

 



基本的方向４ 消費者の自立支援 

課題２ 環境に配慮した消費生活の推進 
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 ②消費者に対する環境教育の推進（環境局・教育委員会）  

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

74 1 環境問題関連の講演会や学習
会などを開催し、環境保全に向
けた意識の高揚を図ります。 

環境保全

課 

公民館等での環境教育講座を開
催する。 
環境月間の周知を図るため、環境
フェスティバルを開催する。 

公民館での環境講座を６回開催
した。 
環境フェスティバルは６月２９日に
開催し、１７０名の参加があった。 

b 

より多くの市民に参加して
もらえるよう、広報等の手
法を検討する。 

B 
17/7 
2.4 
点 

生涯学習

振興課 

各公民館等において、それぞれの
地域の実情や学習ニーズを踏ま
え、学習機会の提供に努める。 

環境教育講座等を 38館で、63事
業実施した。 
延受講者：1,242人 

b 

様々な視点で環境問題を
とらえ、より多くの公民館
等で多様な学習機会の提
供を図る。 

75 2 児童、生徒向け環境教育教材を
作成するとともにこれを活用し、
環境教育を推進します。 

環境保全

課 

小・中学生向けの環境教育教材を
作成し、小学校４年生・中学校１年
生に配布する。 

環境教育教材を小・中学生版各
１０，０００部作成し、Ｈ２５年度の
小学４年生、中学１年生へ配布。 

b 
児童・生徒数の減尐に伴
い、作成部数の見直しを
行う。 

指導課 小・中学生向けの環境教育教材の
活用を図るよう指導・助言する。 

各学校での環境教材の活用を促
すように周知した。 

b 
環境教育のより一層の活
用の促進を図る。 

76 3 環境学習モデル校を指定し、環
境保全活動を推進します。 

環境保全

課 

環境学習モデル校を小・中学校と
も各区１校ずつ指定し、環境保全
活動を推進する。 

環境学習モデル校を小・中学校
各区１校ずつ指定し、環境教育を
実施、２月に発表会を行った。 

a 

環境学習を、一過性のも
のではなく、継続して実施
できるような体制作りが必
要。 

指導課 環境学習モデル校の実践を通して
環境保全活動を推進する。 

環境学習モデル校１２校を指定
し、取組への助言を通して環境教
育の充実と環境保全活動への意
識を高めた。 

a 

環境学習モデル校指定事
業の継続と成果の周知を
図る。 

77 4 幼児用・小学校低学年用の３R
啓発教育図書を配布するととも
に、ごみの分別方法や再資源化
について体験学習する「ごみ分
別スクール」を実施します。 

廃棄物対

策課 

各施設へ配布してある３Ｒ啓発教
育図書について、破損・紛失があっ
た場合のみ再配布する。 
ごみ分別スクールを市内１１７校
（市立小学校１１６校、千葉大付属
小学校１校）で実施する。 

３Ｒ啓発図書を普及するため、市
内保育所において紙芝居の読み
聞かせを実施。 
ごみ分別スクールを市内１１７校
で実施。 

a 

引き続き、３Ｒ啓発図書の
普及啓発及びごみ分別ス
クールの実施に努める。 

 

 

  



基本的方向４ 消費者の自立支援 

課題２ 環境に配慮した消費生活の推進 
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個別施策 項目名 単位 
平成 24年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

①-1 
一人１日あたりのごみ（一般廃棄物）の排出

量 
グラム 

（776） 
780 

 

 

 

 

個別施策 項目名 単位 
平成 24年度 
実績値 

②-3 環境学習モデル指定校 校 12 

 

 

 

指 標 

数値目標 



基本的方向５ 複雑・多様化する社会への対応 

課題１ 高度情報通信社会への対応    
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基本的方向５ 複雑・多様化する社会への対応 

課題１ 高度情報通信社会への対応 

 ①インターネットトラブルへの対応（市民局）  

通

番 
  施策の内容 担当課 平成 24年度実施予定 平成 24年度実績等 評価 今後の課題 

項目
評価 

78 1 パソコンや携帯電話利用におけ
るインターネット関連トラブル等
への対応強化のため、相談員
の専門知識の向上を図ります。
<充実> 

消費生活

センター 

国民生活センター等が行う専門講
座へ参加するとともに、各企業が行
う消費者向けの講師による所内研
修を実施する。 

国民生活センターが主催するオ

ンデマンド配信による研修を受講

した。 

また、通信事業者、全国消費生

活相談員協会の講師によるスマ

ートフォン等に関する所内研修会

を実施した。 

a 

国民生活センターの研修
会のほか、所内研修等で
通信関係の研修会を実施
する。 

A 
6/2 
3.0 
点 

79 2 インターネット取引の特性やトラ
ブル事例、対策などについて消
費者教育の場において取り上げ
るとともに、啓発講座の充実を
図ります。 

消費生活

センター 

消費生活講座の中で取り組む。 「スマートフォンの基礎知識」講座

を２回開催のほか、巡回講座で

注意喚起を図った。 
a 

トラブル事例が増加傾向
にあり、引き続き、各種講
座等で一層の周知を図る
必要がある。 

 

 

 

 

個別施策 項目名 単位 
平成 24年度 
実績値 

①-２ インターネットに関連する講座の開催回数 回 2 

  

指 標 


